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増毛町の介護保険の状況を見てみましょう。

１．要介護認定者数と要介護認定率
　増毛町には５月末で448人の要介護認定
者がいます。（65歳以上1，934人中）
　認定率は道内157保険者（自治体・広域
組合）の中で７番目という高さです。

２．介護サービス給付費
　１年間に給付する介護サービス給付費の
合計です。
　28年度に約６億4500万円まで上がり続
けましたが、29年度から微減となり、昨年
度は要介護認定者に約６億3100万円の給
付をしています。

３．介護保険料の変遷
　現在は、第７期介護保険計画により運営
しています。
　介護保険料は道内157保険者（自治体・
広域組合）の中で37番目です。

　介護保険料基準額は、３年ごとに必要な介護サービス給付額の見込みや65歳以上人口見込み
により計算されるため、健康な人が多くいると介護サービスの必要見込みが少なくなり、介護保
険料は安くなるため、増毛町では「健康寿命延伸事業」を積極的に実施しています。

介護保険料はどうやって払う？

・40歳になると介護保険の加入が義務づけられ、加入している健康保険と一緒に徴収され介護保険
料を支払うことになります。
・65歳になると住んでいる自治体が自治体毎に決められた介護保険料を納入します。納入方法は、
納入通知書を使って窓口で払う普通徴収と、年金から天引きされる特別徴収があります。

第７期第６期第５期第４期第３期第２期第１期期

Ｈ30～32Ｈ27～29Ｈ24～26Ｈ21～23Ｈ18～20Ｈ15～17Ｈ12～14年度

75，50063，60048，30040，20033，60033，60032，508年額

6，2915，3004，0253，3502，8002，8002，709月額

介護保険制度とは

　介護保険は、介護が必要な方の所得に応じて、その費用の９割から７割を負担する制度です。各自
治体単位で、介護保険料と税金（国・道・町）で運営されています。

特集 増毛町の介護保特集 増毛町の介護保険険

増毛町の介護サービス給付費

増毛町の介護認定者数と認定率
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介護サービスの利用について

　要介護度区分にあわせて、ケアマネージャー等が介護サービスの利用計画（ケアプラン）を作成す
ることにより、介護サービスが１割負担（所得に応じて３割負担まで）の利用が可能となります。

介護保険のサービスを受けるには？

　健康一番館内の福祉厚生課・介護保険係の窓口で介護認定の申請をします。
　主治医のいる方は、「主治医の名前・病院名」などの情報をお知らせください。
　本人・家族が申請できる他、ケアマネージャーなどが申請の代行をします。
　まずは、福祉厚生課・介護保険係・地域包括支援センターにお電話（0164－53－3111）でご相談
ください。

こんなときは、増毛町地域包括支援センターにご相談ください！
高齢者むけのサービス（介護保険・保険外）について

・足腰が不自由になってきた。　　・バスに乗って外出することができなくなった。
・薬を飲み忘れるようになった。　・病院からすすめられた。

＜介護保険による在宅サービス＞
　通所介護（デイサービス）、訪問介護（ホームヘルパーの派遣）、訪問入浴介護、通所リハビリテー
ション、訪問リハビリテーション、住宅改修、福祉用具の貸与や購入、短期入所、居宅療養管理指
導（薬剤師の訪問）など。
＜介護保険による施設サービス＞
　特別養護老人ホーム、老人保健施設、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホームなど。
＜その他のサービス（抜粋）＞
　○生きがいデイサービス
　運動機能や認知機能の向上などに効果的なプログラムを週４～５回老人福祉センターでおこ
なっている他、月１回お楽しみ会もしています（利用料１回300円又は月1，000円）。
　○配食サービス
　　調理が困難な高齢者・障がい者等を対象に週２回おかず４品を配達しています（１食400円）。

例）もの忘れが心配されるＢさんの場合…
　家族が久しぶりに訪れてみたら、親のＢさん
が何度も同じ話をしたり、日付があいまいに
なったりしていました。お薬も残っているみた
いですが、本人は「ちゃんと自分でやっている」
というので、家族は困ってしまいました。

【地域包括支援センターより】
　「認知症初期集中支援チーム事業」によって、
治療や介護サービスにスムーズにつなげられ
るように、お手伝いをします。うまくサービ
スにつながれば、薬剤師や看護師の訪問によ
り薬の管理の支援を受け、デイサービスによ
り脳の活性化を図る事も可能です。

【地域包括支援センターより】
　入浴のサービスは、①手すりやシャワー
チェア、浴槽台などを設置して一人で入浴す
る。②デイサービスに通い、看護師・介護員
などにより介助を受けて入浴する。③ヘル
パー、訪問看護師等により家で介助を受けて
入浴する。④ベッドサイドにバスタブを持込
む訪問入浴を利用するなど、いくつかのサー
ビスがあります。

例）一人で入浴するのが大変になったＡさんの
場合…

　Ａさんは一人暮らし。最近足腰が不自由に
なってきました。家は古く風呂は寒い上に、浴
槽が深いために出入りが大変で、一人で入浴す
る事に不安を感じるようになりました。

※このようなことが介護保険の申請のきっかけになるようです。



　平成３０年度の増毛町の各会計歳入歳出決算について、９月に開かれた町議会第３回定例

会で認定されました。

平成３０年度

増 毛 町 会 計 決 算 報 告

　一般会計の決算額は、歳入（収入）が４８億８，３８７万円、歳出（支出）が４７億８，４９３万円で、

翌年度へ繰り越す事業の財源７７２万円を差し引き、９，１２２万円の黒字決算となりました。

　歳入は、大きく分けて「自主財

源」と「依存財源」に区分するこ

とができます。

　「自主財源」は、町税や使用料・手数料など、町

が自主的に収入を得ることができるお金で、歳入全

体の２９．７％を占めます。

　「依存財源」は、地方交付税や国・道支出金、町債

などで、歳入全体の７０．３％を占めており、特に地方

交付税は４９．９％と歳入全体の半分を補っているのが

現状です。地方交付税は景気に大きく左右されます

が、今後も堅実な財政運営が求められます。

　歳出は、大きく分けて「投資的

経費」と「消費的経費」に区分す

ることができます。

　「投資的経費」は、その経費の支出効果が長期にわ

たり、固定的な資本形成となるもので、普通建設事

業費の６億１，２２０万円と災害復旧事業費の１，６２５万円

がそれにあたり、歳出全体の１３．１％を占めています。

　「消費的経費」は、支出効果が単年度または短期間

で終わるもので、投資的経費以外の４１億５，６４８万円

で、歳出全体の８６．９％を占めています。

　また、目的別では右の円グラフのとおり、公債費

（借金の返済）に占める割合が１５．１％（７億２，０９８万

円）と大きく、苦しい財政状況を表していますが、

借入を圧縮しているため、借金の残高や返済額は

年々減少してきています。

歳　入
（一般会計）

【歳　入】

48億8,387万円

歳　出
（一般会計）

【歳　出】

47億8,493万円

①町税　②使用料・手数料ほか　③寄附金
④地方交付税　⑤国道支出金　⑥町債
⑦地方譲与税ほか

一般会計の決算状況
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平成３０年度決算における健全化判断比率

　増毛町の比率は、早期

健全化基準と財政再生基

準ともに基準以下となっ

ているため、財政健全化

計画と財政再生計画の策

定は必要ありません。

　近年、各数値とも改善

傾向にありますが、今後

も公債費（借金）の負担

縮減を図るなど、引き続

き財政の健全化に努めま

す。

　また、公営企業ごとに

算定する資金不足額が事

業規模に占める割合を示

した資金不足比率は、増

毛町ではすべての公営企

業会計について、資金不

足は発生していません。

特別会計・公営企業会計の決算状況

一般会計とは別に独立

して経理を行う会計

民間企業のように利用

料金などの収益で運営

する会計

公営企業会計

歳　　出歳　　入会　　計

５億１，３６４万円５億５，２８４万円国民健康保険

５，４２４万円５，４２４万円観光施設事業

２億２，４３７万円２億２，４３７万円診療所事業

８億９，７９１万円９億２，１６１万円介護保険

２億１，７０８万円２億１，７１１万円公共下水道事業

９，０８０万円９，０９０万円後期高齢者医療

１，５８４万円１，５８４万円港湾整備事業

歳　　出歳　　入会　　計

１億４，００４万円１億５，０８8万円収益的収支
水道事業

７，４７６万円０万円資本的収支

１，９０６万円１，９９５万円収益的収支
簡易水道事業

１，３８９万円３５５万円資本的収支

３億１，０３３万円２億５，４６８万円収益的収支
砕石事業

０万円４９万円資本的収支

※資本的収支の差し引き不足分は留保資金で賄っております。

≪健全化判断比率≫

財政
再生
基準

早期
健全化
基準

H ２９
（参考）

H ３０内　　容

２０％１５％
赤字
なし

赤字
なし

一般会計などに
おける赤字の割
合

実質赤字
比率

３０％２０％
赤字
なし

赤字
なし

すべての会計の
赤字の割合

連結実質
赤字比率

３５％２５％１０．９％１０．９％
年間の借金返済
額などの割合

実質公債
費比率

３５０％なしなし
将来負担する可
能性がある負債
の割合

将来負担
比率

≪資金不足比率≫

H ２９（参考）H ３０

すべての会計で

資金不足なし

すべての会計で

資金不足なし

水道事業会計

簡易水道事業会計

砕石事業会計

港湾整備事業特別会計

観光施設事業特別会計

公共下水道事業特別会計

特 別 会 計

５ 広報ましけ　2019．11



広報ましけ　2019．11 ６

題話のちま

　９月２９日、「第４８回増毛秋の味まつり～ホタテもサケもフルーツも！～」が増毛港中央埠頭で行われ、

町内外から約６，０００人が訪れ、秋サケやホタテなどの新鮮な鮮魚類や旬の果物などを買い求めたほか、

海産物をその場で焼いて味わい、増毛の秋の味覚を堪能しました。

　「うまいもの屋台街」では町内から１５団体のテントが並び、海鮮焼きそばやエビ汁、タコザンギ、

エビの唐揚げなどが販売され、買い求める人で長蛇の列となりました。

　また、今年は海上自衛隊余市防備隊

所属のミサイル艇「わかたか」の一般

公開も行われ、来場者は普段見ること

ができないミサイル艇の前で記念撮影

するなど人気を集めていました。

　そして、人気アトラクションのホタ

テ・フリスビー、ファイターズガール

ダンスパフォーマンス、増毛の特産品

である秋サケやフルーツ、日本酒など

が当たる大抽選会などで会場は大いに

盛り上がりました。

　札幌から訪れた方にお話を聞くと、

「アトラクションのホタテ・フリス

ビーが楽しかったし、お土産もたくさ

ん買えたので満足です。また、来年も

来ます」と話してくれました。

増毛の秋の味覚に舌鼓 第４８回増毛秋の味まつり ～ホタテもサケもフルーツも ！ ～

　１０月１１日、ましけ町民スクールの第４回講座「公認会計士が

教えるお金のツボ」が文化センターで開催され、町民ら約６０名

が参加しました。

講師は公認会計士・税理士として活躍され、ベストセラー「さ

おだけ屋はなぜ潰れないのか？」の著者である山田真哉氏。

　講演では、残高だけを記録する「残高家計簿」のやり方やお

店の広告に使われる数字やポイントのカラクリなどクイズを交

えながら話され、参加者は明日から実践できるためになる話を

真剣な表情でメモを取っていました。

公認会計士が教えるお金のツボ ましけ町民スクール第４回講座

　９月２０日～１０月１４日の２５日間、札幌市中央区の大通ビッ

セで「ビッセマルシェ増毛町フェア」が開催され、期間中

に多くの来場者が訪れました。

　同フェアは、町のＰＲ事業の一環として町と町観光協会、

大通ビッセが主催。ビッセ内の飲食店と共同して増毛の食

材を使用したオリジナルメニューを提供したほか、期間中

の毎週土・日曜日、祝日には水産加工品や果樹加工品など

の直売会を開催しました。また、町の観光や歴史が分かる

展示イベントや「増毛の民話伝承会」による影絵紙芝居の

特別上映会も行われ、来場者へ増毛町をＰＲしました。

増毛の食材を使用しオリジナルメニューを提供 ビッセマルシェ増毛町フェア

▲ホタテ焼いて味わう来場者　 ▲ミサイル艇「わかたか」の一般公開

▲人気アトラクションのホタテ・フリ
スビー

▲会場を盛り上げたファイターズガー
ルダンスパフォーマンス
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　１０月６日に増毛中学校で第６２回学校祭が、１０月１３日には増毛小学校で学習発表会がそれぞれ開催さ

れ、保護者を含むたくさんの観客に、この日のために練習してき

た成果を発表しました。

　増毛中学校祭では、各学年対抗の合唱コンクールから始まり、

弁論発表・英語暗唱発表、オリジナル創作演劇「サマータイムマ

シン・ブルース」では、笑いをまじえながらも真剣な生徒の演技

が観客を魅了し、最後は吹奏楽部の演奏で幕を閉じました。

　増毛小学習発表会では、各学年が練習してきた劇や演奏を元気

に発表しました。２年生は劇「寿限無（じゅげむ）」で練習してき

た長い台詞を披露し、会場から大きな拍手が送られていました。

練習の成果を発表 増毛中学校学校祭、増毛小学校学習発表会

題話のちま

▲中学校の合唱コンクールでは、最優秀賞を
受賞した３年生が自由曲「あなたへ～旅立
ちに寄せるメッセージ～」を披露しました。

【書写の部】

◆増毛町長賞

　廣野　晴菜さん（小学６年）

◆増毛町教育長賞

　宮本　英司さん（小学４年）

◆増毛町文化協会長賞

　竹内　瑛汰さん（小学５年）

◆金賞

　山田　銀時さん（小学３年）

　藤井穂乃花さん（小学５年）

◆銀賞

　廣野日菜子さん（小学２年）

　山田　橙侍さん（小学１年）

　石崎　煌晟さん（小学４年）

◆銅賞

　風間　　遼さん（小学４年）

　池田　　蓮さん（小学４年）

【絵画の部】

◆増毛町長賞

　土佐　悠翔さん（小学３年）

◆増毛町教育長賞

　山田　橙侍さん（小学１年）

◆増毛町文化協会長賞

　茨木　　爽さん（小学２年）

◆金賞

　藤丸　澪夏さん（小学６年）

　三浦　小春さん（小学３年）

◆銀賞

　山田　銀時さん（小学３年）

　工藤　凛子さん（小学６年）

◆銅賞

　風間　　遼さん（小学４年）

　吉田　梨乃さん（小学３年）

▲小学校の全校合唱では、全校生徒１６１人
が息を合わせて「心の中にきらめいて」
を披露しました。

▲小学４年生は劇「大江戸落語物語」で落
語の世界を表現し、会場を大いに盛り上
げました。

▲中学校吹奏楽部では、ディズニープリン
セスメドレーを始め、流行の曲目など多
彩な音色を奏でました。

　９月２８日、元陣屋において第２８回ＭＯＡ美術館増毛児童作品展の表彰式が行われました。

　作品展は町内の児童から絵画の部５９点、書写の部５７点の合わせて１１６点の応募があり、絵画の部から

９点、書写の部から１０点が入賞。入賞した児童らは嬉しそうな表情を浮かべ、賞状と記念品を受け

とっていました。

　なお、受賞者は次の通りです。

のびのびと力強い作品を表彰 第２８回ＭＯＡ美術館増毛児童作品展表彰式
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健康づくり教室
◇◆◇ 11、12月の各教室は

下記の日程で行います。◇◆◇

健康寿命延伸事業

※種目名の後ろの☆マークは運動強度を表します。（☆が多いほど“つらい”と感じる）
◇参加は無料で、予約は必要ありませんのでお気軽にご参加ください。

【問合せ先】役場町民課・保険年金係（電話 53－1113）

（☆）　
・内　容：関節痛などの改善
・会　場：保健センター
・時　間：10時30分～11時30分
・曜　日：火曜日
・日にち： 11月　5日、12日、26日
　　　　　 12月　3日、10日、17日、24日

◎関節健康トレーニング （☆☆）　
・内　容：ヨガにストレッチ要素を追加
・会　場：文化センター
・時　間：18時30分～19時30分
・曜　日：火曜日
・日にち： 11月　5日、12日、19日、26日
　　　　　 12月　3日、10日、17日、24日

◎ストレッチヨガ

（☆☆☆）　
・内　容：音楽に合わせてエクササイズ
・会　場：文化センター
・時　間：18時30分～19時30分
・曜　日：木曜日
・日にち： 11月　7日、14日、21日、28日
　　　　　 12月　5日、12日、19日、26日

◎リズムエクサ

なくそう ！ 望まない受動喫煙 ～マナーからルールへ～

☆２０１８年７月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。

１．学校や医療機関などが原則敷地内禁煙となります。（２０１９年７月から）
２．多数の方が利用する施設（一般の会社や工場、飲食店や遊技場など）が原則屋内禁煙

となります。（２０２０年４月から）

※類型・場所ごとに所定の要件に適合すれば各種喫煙室（専用室、
可能室、加熱式たばこ専用室、目的室）の設置ができます。
※喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が
義務付けられています。
※２０歳未満の方は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、
一切、喫煙エリアへは立入禁止となります。
　詳細につきましては厚生労働省のホームページを参照いただく他、
記載の連絡先までお問い合わせください。

【厚生労働省ホームページ】　ｈｔｔｐｓ：//ｊｙｕｄｏｋｉｔｓｕｅｎ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ/
【問合せ先】北海道留萌保健所企画総務課　電話（０１６４－４２－８３２６）



　冬に向かって買い物等、外出しづらい季節になってきました。町では週２回の夕食のおか

ず配食サービスをおこなっています。

　町内にお住まいの６５歳以上のひとり暮らしや、高齢者世帯、心身に障害を持っている等の

方を対象です。栄養価や減塩を考えられた夕食のおかず４品が一つになったパックを週２回、

１食４００円でご自宅までお届けしております。

　配達員がお弁当を直接手渡しており、高齢者の安否確認も兼ねての配達としておりますの

で、高齢者のひとり暮らしを心配されているご家族からでも申込みも受け付けております。

　※１週間に２回お届けします。（週１回も可）　※おかずのみになります。

　※１食４００円です。月締めで料金をいただきます。

　　　　【お申し込み】増毛町地域包括支援センター（健康一番館内）電話５３－３１１１
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在宅高齢者等

配配配配配配配配配配食食食食食食食食食食ササササササササササーーーーーーーーーービビビビビビビビビビススススススススススのののののののののの利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用者者者者者者者者者者募募募募募募募募募募配食サービ スの利用者募集集集集集集集集集集集 ！！！！！！！！！！！

☆増毛町プレミアム付商品券の取り扱い店舗は以下の３１店舗（事業所）となります。

【問合せ先】役場福祉厚生課（電話53－3111）、役場企画財政課（電話53－1110）

【【【【【【【【【【増増増増増増増増増増毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛町町町町町町町町町町ププププププププププレレレレレレレレレレミミミミミミミミミミアアアアアアアアアアムムムムムムムムムム付付付付付付付付付付商商商商商商商商商商品品品品品品品品品品券券券券券券券券券券のののののののののの取取取取取取取取取取りりりりりりりりりり扱扱扱扱扱扱扱扱扱扱いいいいいいいいいい店店店店店店店店店店舗舗舗舗舗舗舗舗舗舗一一一一一一一一一一覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいてててててててててて【増毛町プレミア ム付商品券の取り扱い店舗一覧に つ い て】】】】】】】】】】】

○ ハンバーグ（きのこソースかけ）
○ 信田巻き（すりみ）
○ マカロニサラダ
○ 薄切り大根の簡単炒め

エネルギー　 ４７８Ｋｃａｌ

　　　　　　 （１日１５００～１８５０Ｋｃａｌ）

たんぱく質　 ２８．５ｇ（１日５５～７０ｇ）

塩分 　　　　　３ｇ（１日８ｇ）

食物繊維 　　 ３．４ｇ（１日２０ｇ）

☆
お
届
け
す
る
お
か
ず
の
例
☆

㈲小田酒店㈱大嶋電設内山電器店井上靴店石山精肉店ア行

㈲甲谷商店くわはらストアーセブンイレブン増毛店北日本水産物㈱直営店カ行

須摩釣具店スカンピンす が 宗㈲シンコウ石油坂下家具店
サ行

㈲仙北商店千果園セイコーマートいとう増毛店

中央スーパー増毛店㈲だるまや商店㈲タナハシ設備㈲竹内燃料店タ行

北海道エナジティック㈱㈲北部商事北鐘興産㈱㈲富士屋商店ハニックス㈱
ハ行

㈱本間青果

㈲南電器店三浦自転車商会本店㈲丸忠呉服店㈲増毛日石㈲ましけガラスマ行

※使用可能な店舗・事業所の募集は随時受付しているため、今後増える可能性があります。
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【問合せ先】役場福祉厚生課・介護保険係

電話５３－３１１１（内線５１８・５１９）

　
　
屋
根
及
び
家
の
ま
わ
り
の

除
雪
サ
ー
ビ
ス
事
業
　
　

■
除
雪
内
容

・
令
和
元
年
　
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３

１２

月
　
日
の
期
間
中
、
自
宅
の
屋
根
の
雪

１８
下
ろ
し
、
窓
の
下
、
軒
先
等
の
除
雪
及

び
緊
急
避
難
口
の
確
保
を
年
２
回
ま
で

行
い
ま
す
。

・
３
回
目
の
除
雪
が
必
要
な
場
合
は
、
改

め
て
申
込
み
が
必
要
で
す
。

■
負
担
金

・
１
埀０
０
０
円（
納
付
さ
れ
た
負
担
金
は

返
却
で
き
ま
せ
ん
）

・
３
回
目
は
１
回
５
０
０
円

■
申
込
期
限
　

・
令
和
２
年
２
月
　
日
ま
で
（
３
回
目
の

２８

申
込
は
、
３
月
も
受
け
付
け
ま
す
）

有
償
ボ
ラ
ン
テ
 ィ
ア
除
雪
事
業

■
除
雪
内
容

・
令
和
元
年
　
月
１
日
か
ら
令
和

１２

２
年
３
月
　
日
の
期
間
中
、
除

１８

雪
車
が
出
動
し
た
と
き
の
午
前

中
や
大
雪
の
時
に
、
玄
関
か
ら

生
活
道
路
ま
で
の
幅
お
お
む
ね

　
セ
ン
チ
を
、
申
込
者
が
指
定

８０し
た
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
除

雪
を
行
い
ま
す
。

■
負
担
額
　
　
　
 １
埀５
０
０
円

■
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
受
け
取
る
額

　
　
　
　
　
　
 １
５
埀０
０
０
円

■
申
込
期
限
等

・
令
和
２
年
１
月
　
日
ま
で
と
し

２４

ま
す
が
、
先
着
　
名
で
締
め
切

１５

り
ま
す
。

高齢者世帯等を対象にし高齢者世帯等を対象にしたた

除雪サービ除雪サービスス
のお知らのお知らせせ

申 込 方 法

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
電
話
で
の

仮
受
付
も
行
い
ま
す
。

・
利
用
が
決
定
し
た
世
帯
に
は
、
決

定
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

・
申
込
書
は
、
福
祉
厚
生
課
、
社
会

福
祉
協
議
会
の
他
、
増
毛
町
役
場

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
各
課
情
報
・
福

祉
厚
生
課
・
介
護
保
険
係
の
ペ
ー

ジ
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
利
用
申
請
書
に
利
用
者
負
担
金

を
添
え
て
、
役
場
福
祉
厚
生
課

（
健
康
一
番
館
）
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
除
雪
事
業
（
玄
関
前
の
除

雪
）
の
申
込
み
に
は
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
同
意
が
必
要
で
す
。

・
福
祉
厚
生
課
に
来
ら
れ
な
い
場

合
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
ま
た

は
民
生
委
員
を
通
し
て
申
し
込

■
除
雪
サ
ー
ビ
ス
を
申
込

み
で
き
る
人

①
令
和
元
年
度
の
町
民
税
が

非
課
税
の
世
帯

②
本
年
　
月
１
日
時
点
で
　

１２

６５

歳
以
上
の
み
の
世
帯
及
び

障
が
い
な
ど
に
よ
り
除
雪

が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
世

帯
（
住
民
票
上
の
世
帯
が
別
で

も
、
同
じ
家
に
住
ん
で
い

る
場
合
は
同
居
と
見
な
し

ま
す
。）

（
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
除
雪

事
業
は
、
近
所
に
親
類
等

が
い
る
場
合
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。）

◇◇ 町民の皆様へ ◇◇

　玄関前の除雪ができないために困って

いる高齢者がいます。この事業は、地域

の支えあいで行うものです。有償ボラン

ティアとして協力して下さる方がおりま

したら福祉厚生課に連絡をお願いします。



11 広報ましけ　2019．11

 １、少子高齢時代に強く安定した年金 

　自分が納めた保険料と運用益を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金

原資の額に応じて年金額が決まる積立方式の年金です。毎年度の個人ごとの積立・運用状況は、

農業者年金基金から加入者全員に対して、「付利通知」によりお知らせします。

 ２、保険料の額は自由に決められます 

　自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ（月額２万～６万７千円

の間で千円単位）、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

 ３、税制の優遇措置 

　　支払った保険料は全額（１人当たり最大８０万４千円）が社会保険料控除の対象になり、所得

税・住民税が節税になります。農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益（保険料の運

用益）は非課税です。将来受け取る農業者年金には、公的年金等控除が適用されます。

 ４、終身年金で８０歳までの保証付き 

　原則６５歳から生涯受け取ることができます。仮に８０歳前にお亡くなりになった場合でも、８０

歳まで受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額をご遺族に死亡一

時金として支給されます。

 ５、農業の担い手には保険料の国庫補助 

　認定農業者で青色申告している方やその方と家族経営協定を結んだ一定の要件を満たす方に

は、保険料の国庫補助（月額最高１万円、通算すると最大で２１６万円）があります。この国庫

補助額に見合う年金は、農地等の経営移譲をすれば原則６５歳から特例付加年金として受給でき

ます。

農業者年金の加入資格
○年間６０日以上農業に従事している
○国民年金の第１号被保険者（なお、保険料納付免除者は除きます）
○年齢は２０歳以上６０歳未満

農地を転用するときは、農地法による手続き をお忘れなく

農家のための農業者年金 ！　安心 で豊かな老後 を

【問合せ先】 　南るもい農協増毛支店　緯５３－２０２７

　　　　　　　農業委員会事務局　　　緯５３－１１１６

○農地を農地以外にすることを、農地転用と言います。
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

　※農地以外の例：住宅・工場等の建物敷地・資材置き場・駐車場、山林
　

○農地を転用する場合は、事前に農地法の許可が必要です。
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

　

○農地を、許可なく転用したり、許可通りに転用しない場合は…
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

　毅違反転用　　　　　　　　　　　　　　　３年以下の懲役　または

　毅違反転用における原状回復命令違反　　　３００万円以下の罰金（法人は１億円以下の罰金）

　※農地転用の許可申請は、町農業委員会で受付しておりますので、お問い合わせください。

閣

違
反
転

違
反
転
用用

ダ
メ
絶
対

 ダ
メ
絶
対
！！
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務
形
態

①
フ
ル
タ
イ
ム
職
員

　
３
交
替
制
の
勤
務

②
日
勤
職
員

　
日
勤
２
交
替
制
の
勤
務

③
パ
ー
ト
職
員

勤
務
日
数
や
勤
務
時
間
を
調

整
し
た
勤
務
（
応
相
談
）

■
賃
金

①
フ
ル
タ
イ
ム
・
日
勤
職
員

○
資
格
な
し

　
月
額
１
３
６
埀７
０
０
円
以
上

○
有
資
格
者
（
初
任
者
研
修
）

　
月
額
１
４
１
埀８
０
０
円
以
上

○
有
資
格
者
（
介
護
福
祉
士
）

　
月
額
１
４
６
埀５
０
０
円
以
上

②
パ
ー
ト
職
員

・
時
給
　
　
 ９
２
０
円
～

・
日
給
　
７
埀
１
０
０
円
～

■
手
当

　
各
種
手
当
あ
り

■
採
用
期
日

採
用
決
定
後
、
速
や
か
に
採

用
（
応
相
談
）

■
申
込
方
法

左
記
ま
で
お
問
合
せ
願
い
ま

す
。（
郵
送
可
）

申
込
・
問
合
せ
先

　
増
毛
町
立
明
和
園

　（
電
話
 ５
３
倆
１
６
０
１
）

　
町
営
住
宅
に
空
き
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
左
記
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

■
住
宅
所
在
地

　
南
暑
寒
町
５
丁
目

■
団
地
名
・
募
集
戸
数

　
南
暑
寒
５
丁
目
団
地
　
５
戸

※
全
て
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

■
住
宅
料

　
１
３
埀９
０
０
円

　
～
２
６
埀８
０
０
円
程
度

※
年
間
所
得
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。

■
資
格
要
件

①
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

②
収
入
基
準
を
超
え
て
い
な
い

こ
と（
所
得
が
月
額
１
５
８
埀

０
０
０
円
以
下
）

③
連
帯
保
証
人
が
い
る
こ
と

■
申
込
方
法

役
場
建
設
課
建
築
係
で
申
込

書
を
受
取
り
、
関
係
書
類
を

添
え
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
せ
先

　
役
場
建
設
課
・
建
築
係

　（
電
話
 ５
３
倆
１
１
１
５
）

広報ましけ　2019．11 １２

報のしら暮 情

募

集

暑
寒
別
岳
ス
キ
ー
場

臨
時
職
員

町
立
明
和
園
臨
時
職
員

町
営
住
宅
空
家
情
報

　
　
（
　
月
１
日
現
在
）

１１

珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
道路が凍結する季節になりまし道路が凍結する季節になりましたた！！転倒しないように気をつけましょ転倒しないように気をつけましょうう！！道路が凍結する季節になりました！転倒しないように気をつけましょう！

　例年、朝晩が冷え込む初冬期の路面凍結で、転倒し怪我をする高齢
者が多くいます。
高齢者は、転倒による怪我（骨折等）でその後の生活に支障をきたし、
介護認定につながる場合もあります。
　いつまでも健康に過ごすためにも、この冬期間の外出にお気を付け
ください。



　
や
す
ら
ぎ
荘
に
は
、
５
名

（
男
２
名
・
女
３
名
）
の
方
が

入
居
さ
れ
て
お
り
、
空
室
が
１

部
屋
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
冬
期
間
の
除
雪
の
心
配
は
な

く
、
火
気
の
使
用
も
厳
禁
で
す

の
で
冬
も
安
心
し
て
過
ご
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
居
室
は
個
室
、
朝
昼
晩
の
３

食
付
き
、
お
風
呂
と
ト
イ
レ
は

共
同
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
入
居
条
件
は
、　

歳
以
上
の

６０

方
で
健
康
状
態
が
良
好
で
あ
り
、

共
同
生
活
に
適
応
で
き
る
等
の

条
件
が
あ
り
、
入
居
申
込
み
に

は
、
健
康
診
断
等
の
提
出
に
よ

り
入
居
に
対
し
て
の
審
査
が
あ

り
ま
す
。

　
見
学
希
望
や
入
居
希
望
の
方

が
お
り
ま
し
た
ら
担
当
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
住
宅
所
在
地

増
毛
町
南
永
寿
町
３
丁
目
２

８
４
番
地

■
定
員

　
６
名
（
現
在
５
名
入
居
中
）

■
食
事

　
朝
、
昼
、
夕
　
３
食
付
き

■
入
居
費

　
１
ヶ
月
５
５
埀
２
０
０
円

■
そ
の
他

　
夜
間
は
管
理
人
が
常
駐
し
て

お
り
ま
せ
ん
。（
夜
間
は
ア
ル

ソ
ッ
ク
の
見
守
り
シ
ス
テ
ム
を

使
用
し
て
お
り
ま
す
）

　
入

浴

は

週

２

回

で

す
。

（
シ
ャ
ワ
ー
浴
は
毎
日
利
用
で

き
ま
す
）

 
役
場
福
祉
厚
生
課
・
介
護
保

険
係
（
健
康
一
番
館
内
）

　（
電
話
 ５
３
倆
３
１
１
１
）

　
第
５
回
は
北
海
道
日
本
ハ
ム

フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
の
２
０
１
９
年

増
毛
町
応
援
大
使
で
あ
る
西
川

遥
輝
選
手
、
杉
浦
稔
大
選
手
を

お
招
き
し
て
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
を

開
催
し
ま
す
。
普
段
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
選
手
の
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
素
顔
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
、

試
合
中
の
裏
話
が
聞
け
る
な
ど

盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
で
楽
し

め
る
こ
と
、
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。

■
日
時

　
　
月
　
日（
火
）　
時
　
分
～

１１

１９

１６

１５

　
　
時
　
分

１７

３０

■
会
場

　
文
化
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー
ル

■
演
題

「
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
ト
ー
ク

シ
ョ
ー
」

■
入
場
料

　
無
料

 
ま
し
け
町
民
ス
ク
ー
ル
運
営

委
員
会
事
務
局
（
教
育
委
員

会
地
域
学
習
課
・
文
化
振
興

係
 電
話
 ５
３
倆
２
４
２
７
）

　
古
く
な
っ
た
本
や
雑
誌
を
無

料
で
お
譲
り
し
ま
す
。
小
説
だ

け
で
な
く
、
料
理
や
健
康
の
雑

誌
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時
　
月
　
日（
土
）～
　
月
１
日

１１

１６

１２

（
日
）

■
開
催
場
所

　
総
合
交
流
促
進
施
設
元
陣
屋

■
そ
の
他

持
ち
帰
り
用
の
バ
ッ
グ
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

本
が
な
く
な
り
次
第
、
終
了

し
ま
す
。

 
総
合
交
流
促
進
施
設
元
陣
屋

　（
電
話
 ５
３
倆
３
５
２
２
）
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新着本案内   総合交流促進施設元陣屋（電話 ５３崖３５２２）

　優しい恐竜のサンはティラノサウルス

に追いかけられて海の中へ。そして何千

万年もたち化石として発掘されました。

北海道むかわ町で見つかった「むかわ竜」

をモデルにした生物学絵本。

いま　ぼくはここにいる
文 かさい まり／ 絵 星野 イクミ

坂上　　泉 著

【第２６回松本清張賞】

　明治維新で没落した士族の跡取り

錬一郎。西南戦争で武功を立てれば

士官の道も開けると意気込んで参加

する。しかし、彼を待っていたのは

厄介者ばかりの部隊だった。

へぼ侍

お
知
ら
せ

老
人
福
祉
寮
や
す
ら
ぎ
荘

入
居
者
募
集
！

居室

ま
し
け
町
民
ス
ク
ー
ル

第
５
回
講
座
を
開
催
し
ま
す

「
図
書
の
リ
ユ
ー
ス
」
を

行
い
ま
す
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特
設
人
権
心
配
ご
と
相
談
所

を
増
毛
町
文
化
セ
ン
タ
ー
に
て

開
設
し
ま
す
。
人
権
や
家
庭
内

問
題
、
お
金
の
貸
し
借
り
、
い

じ
め
等
自
分
で
考
え
て
も
解
決

で
き
な
い
、
ど
ん
な
小
さ
な
こ

と
で
も
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
な
お
、
費
用
は
無
料
で
、
相

談
内
容
は
他
に
漏
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
安
心
し
て

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　
　
月
４
日（
水
）　
時
～
　
時

１２

１０

１２

■
場
所

　
増
毛
町
文
化
セ
ン
タ
ー

■
そ
の
他

　
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、
当

日
増
毛
町
文
化
セ
ン
タ
ー
に
直

接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
役
場
町
民
課
・
戸
籍
係

　（
電
話
 ５
３
倆
１
１
１
２
）

　
　
月
５
日
か
ら
、
住
民
票
と

１１
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
旧
姓

（
旧
氏
）が
併
記
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
旧
姓（
旧
氏
）の
併

記
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
役
場

町
民
課
戸
籍
係
で
手
続
を
し
て

く
だ
さ
い
。

■
手
続
の
際
必
要
な
も
の

・
旧
氏（
旧
姓
）が
記
載
さ
れ
た

戸
籍
謄
本
等

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は

通
知
カ
ー
ド

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
等
）

問
合
せ
先

　
役
場
町
民
課
・
戸
籍
係

　（
電
話
 ５
３
倆
１
１
１
２
）

　
　
月
１
日
付
で
、
法
務
大
臣

１０
か
ら
次
の
方
々
が
人
権
擁
護
委

員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
令
和
４
年
９
月
　
日
３０

ま
で
の
３
年
間
で
す
。

■
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委
員

・
西
元
章
夫
　
氏
（
再
任
）

・
吉
田
　
章
　
氏
（
再
任
）

　
増
毛
町
の
人
権
擁
護
委
員
は
、

今
回
委
嘱
さ
れ
た
２
名
と
既
に

委
嘱
を
受
け
て
い
る
庄
司
道
子

さ
ん
と
の
３
名
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。

問
合
せ
先

　
役
場
町
民
課
・
戸
籍
係

　（
電
話
 ５
３
倆
１
１
１
２
）

　
平
成
　
年
７
月
豪
雨
な
ど
、

３０

近
年
、
豪
雨
等
に
よ
り
多
く
の

農
業
用
た
め
池
が
被
災
し
甚
大

な
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
決
壊
に
よ
る
災
害

を
防
止
す
る
た
め
、「
農
業
用

た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関

す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
ま
し

た
。
　
農
業
用
た
め
池
の
所
有
者
や

管
理
者
の
方
は
、
施
設
に
関
す

る
情
報
を
北
海
道
に
届
け
出
る

こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
届
出
が
必
要
と
な
る
た
め
池

は
、
農
業
者
が
利
用
す
る
農
業

用
の
た
め
池
で
す
。（
現
在
農

業
用
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
施

設
で
も
過
去
に
利
用
さ
れ
、
今

で
も
利
用
可
能
な
状
態
に
あ
る

場
合
に
は
、
届
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。）

　
届
出
の
期
限
は
法
律
の
施
行

日（
令
和
元
年
７
月
１
日
）以
後
、

農
業
用
た
め
池
を
設
置
、
廃
止

す
る
時
、
又
は
届
出
情
報
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
遅
延

な
く
届
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。（
法
律
の
施
行
前
に
設
置

さ
れ
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
本

法
律
施
行
後
、
６
ヵ
月
以
内
の

届
出
が
必
要
と
な
り
、
令
和
元

年
　
月
　
日
ま
で
と
な
り
ま

１２

２７

す
。）

　
届
出
に
つ
い
て
不
明
な
点
又

は
農
業
用
た
め
池
の
判
断
に

困
っ
た
と
き
は
、
左
記
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

 
留
萌
振
興
局
農
村
振
興
課
・

指
導
企
画
係
（
電
話
 ４
２
倆

８
４
９
６
）
ま
た
は
役
場
農

林
水
産
課
・
農
業
基
盤
整
備

係
（
電
話
 ５
３
倆
３
３
３
５
）

報のしら暮 情

住
民
票
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
へ
の
旧
姓（
旧
氏
）

併
記
が
始
ま
り
ま
す

農
業
用
た
め
池
の
届
出

制
度
が
始
ま
り
ま
す

人
権
擁
護
委
員
が

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

特
設
人
権
心
配
ご
と

相
談
所
の
ご
案
内

珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊

１１ １１月は「児童虐待防止推進月間」で月は「児童虐待防止推進月間」ですす１ １月は「児童虐待防止推進月間」です
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令
和
元
年
８
月
末
現
在
、
全

国
の
警
察
か
ら
指
名
手
配
さ
れ

て
い
る
者
は
、
凶
悪
事
件
な
ど

で
特
に
警
察
庁
が
指
定
し
て
い

る
重
要
指
名
手
配
被
疑
者
を
始

め
と
し
て
、
約
６
０
０
人
に

上
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
被
疑
者
は
、
殺
人
、

強
盗
等
の
凶
悪
事
件
の
ほ
か
、

暴
行
、
傷
害
、
窃
盗
、
詐
欺
、

横
領
等
の
事
件
に
関
し
て
指
名

手
配
さ
れ
て
お
り
、
再
び
犯
罪

を
敢
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
　
警
察
で
は
、
特
に
重
大
な
犯

罪
の
被
疑
者
を
選
定
し
た
上
で
、

　
月
中
に
全
国
警
察
の
総
力
を

１１挙
げ
て
追
跡
捜
査
を
行
う
こ
と

と
し
、
こ
れ
ら
被
疑
者
の
早
期

検
挙
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　
こ
の
指
名
手
配
被
疑
者
の
発

見
に
向
け
た
捜
査
活
動
に
は
、

国
民
の
皆
さ
ん
の
御
協
力
が
是

非
と
も
必
要
で
す
。

　
指
名
手
配
被
疑
者
に
よ
く
似

た
人
を
見
掛
け
た
と
い
っ
た
情

報
な
ど
、
ど
ん
な
わ
ず
か
な
こ

と
で
も
結
構
で
す
の
で
、
警
察

に
通
報
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

 
留
萌
警
察
署
刑
事
課

　（
電
話
 ４
２
倆
０
１
１
０
）

　
　
月
　
日
は
「
北
海
道
犯
罪

１１

２５

被
害
を
考
え
る
日
」
で
す
。
警

察
で
は
、
事
件
や
事
故
の
被
害

に
遭
わ
れ
た
方
や
、
家
庭
内
暴

力
、
ス
ト
ー
カ
ー
、
お
子
さ
ん

の
い
じ
め
問
題
等
で
悩
ん
で
い

る
方
な
ど
の
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
事
件
や
事
故
に
よ
る

心
の
傷
が
癒
や
さ
れ
ず
に
悩
ん

で
い
る
方
の
た
め
に
、
民
間
被

害
者
相
談
窓
口
の
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
が
、
あ
な
た
の
話
を
お
聞

き
し
ま
す
。

〈
警
察
相
談
電
話
〉

○
性
犯
罪
相
談
１
１
０
番

　
♯
８
１
０
３

※
♯
８
１
０
３
で
繋
が
ら
な
い

場
合

　
０
１
２
０
倆
７
５
６
倆
３
１
０

　
０
１
６
６
倆
３
４
倆
５
０
０
０

○
少
年
相
談
１
１
０
番

　
０
１
２
０
倆
６
７
７
倆
１
１
０

○
暴
力
団
相
談
電
話

　
０
１
１
倆
２
２
２
倆
０
２
０
０

〈
民
間
被
害
者
相
談
電
話
〉

○
北
・
ほ
っ
か
い
ど
う
被
害
者

相
談
室
（
旭
川
）

　
０
１
６
６
倆
２
４
倆
１
９
０
０

○
性
暴
力
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
北
海
道

　
０
５
０
倆
３
７
８
６
倆
０
７
９
９

指
名
手
配
被
疑
者
の

検
挙
に
ご
協
力
を
！

報のしら暮 情

被
害
者
等
の
た
め
の

各
種
相
談
窓
口
に
つ
い
て

※
右
記
以
外
の
土
日
祝
日
及
び
夜
間

診
療
は
、
か
か
り
つ
け
の
病
院
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
栄
町
１
丁
目

　
電
話
 ４
３
倆
９
５
０
０
）

留
萌
セ
ン
ト
ラ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク

【
　
月
　
日
】

１１

１０

日
曜
当
番
医
（
留
萌
市
）

報局年金相談情

　国民年金保険料は健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同じく、社会保険料控除
としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、１月から同年12月までの１年間に納めた保険料の全額で、過去の年度分
や追納された保険料も含まれます。
　また、自分自身の保険料だけではなく、家族（配偶者や子）の負担すべき国民年金保険料を支払っ
ている場合、その保険料も全て控除が受けられます。
　この社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料
を支払ったことを証明する書類の添付が必要になりますので、申告書を提出するときは日本年金機
構から送られてくる「社会保険料（国民年金保険料）」控除証明書か領収証書を忘れずに添付しま
しょう。
　国民年金は税法上でも有利な制度となります。保険料は、納め忘れの無いよう口座振替の利用も
可能ですので是非ご利用ください。

【問合せ先】留萌年金事務所（電話 43－7211）

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です



　６月５日から９月３０日まで募集していた

「増毛町フォトコンテスト２０１９」の選考結果

は下記のとおりとなりました。

〈増毛町フ ォ ト コン テ ス ト２０１９結果発表〉
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「人と稲穂が
　輝く町
　増毛町！！」
宮本　洋司さん

（見晴町）

入選

「日暮れの
 　増毛を
　　　望む」
佐藤　心一さん

（野塚町）

入選

「一瞬・一生」
竹澤　嶺奈さん

（暑寒沢）

入選

「祭りの日」
増井　典子さん

（苫小牧市）

入選

「明治を走る」
増井　道英さん（苫小牧市）

優秀賞「豊作を祝う朝焼け」
奈良　賢一さん（畠中町）

優秀賞

「豊漁を願う花火」
山本　卓矢さん（見晴町）

最優秀賞

　文化センターでは応募された全作品、

増毛駅舎では入賞作品をカラー写真で

掲示いたします。（１２月１日まで）

（４４名 ８５作品）
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